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令和６年能登半島地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて 

 

令和６年１月１日の令和６年能登半島地震に伴う医療法（昭和 23 年法律第

205 号）、医療法施行令（昭和 23 年政令第 326 号）及び医療法施行規則（昭和

23 年厚生省令第 50 号）の取扱いについて、都道府県等からお問い合わせがあ

った事項で、他の都道府県等にも周知する必要があると考えられる事項につい

て、下記のとおりまとめましたのでお知らせいたします。これらの取扱いにつ

いては、被災地の医療提供体制を確保するための一時的なものであるので、通

常の手続きを行うことが可能となった場合又は通常の手続きを行うことが可能

となった場合以後にこれらの取扱いが常態化する場合は、速やかに通常定めら

れた手続きが行われるよう取扱いをお願いいたします。 

 

 

記 

 

１ 令和６年能登半島地震により、病院、診療所又は助産所（以下「病院等」

という。）の建物の全部又は一部が破損し、医療の提供が不可能な場合にお

いて、これに代替する建物（仮設建物を含む。）又は建物内の他の部分にお

いて一時的に医療の提供を継続しようとする場合には、医療法第７条又は第

８条の規定に基づく医療機関の開設に係る許可又は届出は適切な時期に事後

的に行うこととして差し支えないこと。また、その場合において、病院等の

開設者が事前に当該建物等の安全を十分に確認するときには、同法第27条の

規定に基づく使用前検査及び使用許可の手続き並びに同法施行規則第24条の

２の規定に基づくエックス線装置の届出についても同様に適切な時期に事後



的に行うこととして差し支えないこと。 

 

２ 令和６年能登半島地震の被災地において、被災者に対し医療を提供するた

め、仮設診療所を開設する場合には、医療法の規定に基づく診療所の開設許

可又は届出の手続きは、適切な時期に事後的に行うこととして差し支えない

こと。 

 

３ 令和６年能登半島地震による患者に対応するため、一時的に診療時間を延

長する場合には、診療時間変更の届出は省略して差し支えないこと。 

 

４ 令和６年能登半島地震により、現に入院医療の必要な患者がいるものの、

近隣の病院又は診療所の受入体制が十分でない等の緊急時においては、医療

法施行規則第10条に規定される「臨時応急」の場合であることから、同条第

１号及び第２号の規定に関わらず定員以上に患者を入院させること及び病室

以外の場所に患者を入院させることは、認めて差し支えないこと。また、同

条第３号に規定される病床の種別に関わらず、患者を入院させて差し支えな

いこと。 

 

５ 令和６年能登半島地震により病院又は療養病床を有する診療所の医師その

他の従業者（以下「医師等」という。）が、被災したこと又は被災地を通行

できないことによって勤務できない場合には、当面の間、当該医師等を医療

法施行規則第 19 条、第 21 条の２、第 22 条の２又は第 22 条の６に定める医

師等の数の算定に加える取扱いとして差し支えないこと。 

 

６ 令和６年能登半島地震により病院等の開設者が被災又は当該被災地内で医

療活動に従事するため、被災前の病院等の休止の届出を行うことできないと

きは、当該届出を省略して差し支えないこと。 

 

７ 令和６年能登半島地震の被災地において、業務に支障が生じている医療法

人又は地域医療連携推進法人については、社員総会又は評議員会の開催等の

医療法の規定に基づく履行期限のない業務に現に支障が生じている場合には、

当該支障がなくなり次第、可能な限り速やかに履行することとして差し支え

ないこと。 

なお、これらの法人に係る事業報告書等の都道府県知事への届出等の履行

期限がある業務の取扱いについては、別途示すこと。 

 


